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コーポレート・ガバナンス
当行は紀陽フィナンシャルグループの経営理念を具現化するため、あらゆるステークホルダーの立場を踏まえた透

明・公正かつ迅速・果断な経営の意思決定をはじめとする「コーポレート・ガバナンスの充実」を経営上の重要課題と
して位置づけ、継続的に取り組んでいます。

この実践にあたり、あらゆる企業活動の基本方針として「紀陽フィナンシャルグループの誓い」を制定し、当行の使命
として、総合金融サービスの提供を通じ地域社会の繁栄に貢献することを「お客さま」「株主」および「地域社会」に誓う
とともに、「紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」ならびに「紀陽フィナンシャルグループ役職員行動規範」を制定し、
全役職員が地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分認識し、共通の倫理観や価値観を持ち、コンプライ
アンスを重視する企業風土の醸成に努めます。

コーポレート・ガバナンス体制

ガバナンス強化に向けた取り組み

独立社外取締役の有効な活用
取締役会
　取締役会は、監査等委員でない取締役6名、監査等委員であ
る取締役6名（うち社外取締役4名）の計12名で構成されており、
原則として毎月1回開催し、経営に関する基本的事項や重要な
業務執行の決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況を監
督しています。

監査等委員会
　監査等委員会は、監査等委員である取締役6名（うち社外取締
役4名）で構成されており、原則月1回開催し、監査機能を担うと
ともに、取締役の業務執行を監督しています。
　また、監査等委員会の職務を補助する専門部署として「監査
等委員会室」を設置する等、独立性を確保し、監査等委員会が十
分な機能を発揮できる体制を整備しています。

経営会議
　経営会議は、取締役会の下部組織として、業務執行取締役等
を構成員とし、原則として週１回開催し、業務執行に関する重要
事項や取締役会から委任を受けた事項について協議・決議を
行っています。また、監査等委員である取締役も任意で出席し、
適切に提言・助言等を行っています。

ガバナンス強化に向けた取り組みを進めてきました。

当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にあたり、社外での豊富な経験と知見を有し、独立した客観的な立場か
ら実効性の高い監督を行うことが可能な独立社外取締役による積極的な貢献が求められます。

当行を取り巻く環境を総合的に勘案し、取締役総数の3分の1以上の独立社外取締役の選任が必要と判断し、2019年6
月に役員体制を整備し、3分の1以上の独立社外取締役を選任しました。選任にあたっては、職務の執行に必要な知見・経
験や能力を有しているほか、当行の事業課題に対する積極的な提言や問題提起、経営の監督機能を発揮するため、当行か
らの独立性の確保を重視しています。また、ジェンダーを含む多様性の確保に努めており、女性役員（独立社外取締役）を
拡充（1名→2名）しました。

 コーポレート・ガバナンス体制図

各種委員会（業務執行）
　取締役会の下部組織として経営戦略委員会、法令等遵守委員
会、リスク管理委員会、ＡＬＭ戦略委員会、ＩＴ戦略委員会を設置
し、各分野における各種施策の協議を行っています。

指名・報酬諮問委員会
　取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占め、社
外取締役を委員長とする指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設
置し、取締役等の指名・報酬に関する事項について協議のうえ、
取締役会に提言を行い、当行の指名・報酬に関する透明性およ
び客観性の向上に寄与しています。

内部監査部門、リスク・コンプライアンス管理部門
　当行グループの内部監査の統括部署として「監査部」を設置
し、当行およびグループ各社に対して内部監査を実施していま
す。また、リスクおよびコンプライアンス管理の統括部署として

「リスク統括部」を設置し、リスク・コンプライアンス管理部門
の独立性を確保するとともに、統合リスク管理態勢の構築によ
るリスク管理の高度化をめざしています。
　なお、「監査部」「リスク統括部」ともに監査等委員会との定期
的な意見交換の場を設定し、連携を密に図ることで、独立した客
観的な立場に基づく情報交換・認識共有に努めています。

指名諮問委員会および
報酬諮問委員会設置

監査等委員会設置会社へ移行
女性役員を登用（1名）

3分の1以上の
独立社外取締役を選任

女性役員の拡充（2名へ）

2019年6月以降、3分の1
以上の独立社外取締役の選任

女性役員2名体制を維持

2016年12月 2017年6月 2019年6月 2020年6月

●  秘書室と監査等委員会室に十分な人数の担当者を配
置し、通常業務における取締役の支援体制を整備して
います。

●  取締役会の開催日程を1ヵ月以上前から調整・通知す
るなど、社外取締役を含め高い出席率の維持に努め
ています。また、十分な事前準備のもと活発な議論
が行われるよう、議決資料や報告資料は取締役会開

催日の3営業日前を目処に配布するうえ、各取締役と
も取締役会前後の予定は極力排除し、十分な審議時
間の確保に努めています。

●  新任の社外取締役に対しては、当行の経営理念や経営
戦略、業務内容などの知識を習得する機会を提供して
います。
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株主総会

取締役会

経営会議

権限一部委任

指名諮問委員会
報酬諮問委員会

※委員長：社外取締役（監査等委員）本部
営業店

グループ会社

経営戦略委員会
リスク管理委員会
法令等遵守委員会
ALM戦略委員会
IT戦略委員会

内部監査部門
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〈社外取締役のサポート体制〉
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指名諮問委員会・報酬諮問委員会（任意の委員会）の設置

取締役会の実効性評価

政策投資株式の縮減に向けた取り組み

経営トップの後継者計画について

取締役の指名、報酬の決定に際して、独立社外取締役の
関与・助言の機会を適切に確保し、プロセスおよび取締役
会機能の透明性・客観性を高めることを目的に、2016年
12月に任意の指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設
置しました。

2021年6月29日現在の構成員は独立社外取締役4名（う
ち1名が委員長）、取締役会長、取締役頭取の6名となって
います。

取締役会は、各取締役の自己評価などを踏まえ、毎年、全取締役を対象に取締役会全体の実効性に関するアンケートを実
施のうえ分析・評価を行い、その結果について審議するとともに、その概要を適切に開示しています。

政策投資株式については、地域金融機関としての「経営戦
略上の必要性」「取引先に対する営業戦略上の必要性」「取引
の採算性」等を重視し、その保有意義が認められない場合は
取引先企業との十分な対話を経たうえで縮減を進める方針
としており、第6次中期経営計画期間中に取得原価ベースで

「1割以上（30億円程度）」の縮減を進める計画です。
取締役会は、すべての政策投資株式について、「資本

コストやリスク・リターンを踏まえた中長期的な経済合理
性（当行の利益計画に基づく採算性指標（ＲＯＲＡ（※））等
を基準）」や「総合的な取引関係」等の保有意義を定期的に
検証したうえで、個社別の保有方針を決定しています。

議決権行使にあたっては、政策投資先の経営状況やガ
バナンスなどを考慮し、中長期的な企業価値向上の観点か
ら、総合的に賛否を判断します。なお、中長期的な企業価
値向上や株主価値に大きな影響を与える可能性のある以
下の議案に対しては、当該企業との対話等を通じて賛否を
判断します。

経営トップの交代と後継者の指名は、企業価値を大きく左右する重要な意思決定であることを踏まえ、十分な時間と資源を
かけて後継者計画に取り組む必要があると認識しています。

2019年2月に開催した指名諮問委員会において、後継者計画の概要を協議し、取締役会に報告しました。今後も指名諮問
委員会が後継者計画の運用に主体的に関与し、社内論理が優先されていないか、主観的・恣意的な判断に陥っていないかを
チェックし、必要に応じて取締役会に対して提言を行ってまいります。

指名諮問委員会における主な審議事項
◦取締役の選任および解任に関する株主総会議案
◦代表取締役の選定および解職
◦執行役員の選任および解任

報酬諮問委員会における主な審議事項
◦取締役および執行役員の報酬等に関する事項

◦ 取締役・監査役選任議案および退職慰労金贈呈議案
（一定期間に亘り赤字もしくは無配の場合、ガバナンス
上の問題がある場合等）

◦合併等の組織再編議案
◦買収防衛議案　等
※ RORA（Return on Risk-Weighted Assets）＝（信用コスト・経費控除後）利

益÷リスクアセット

●  取締役会は、豊富な知識や経験を持つ多様なメンバー
で自由闊達な雰囲気で議論がなされており、適切な運
営のもと有効に機能し、実効性は十分確保されている。

●  社外取締役の意見が施策に反映されており、経営に
対する監督と意思決定という取締役会の機能が適切
に果たされている。

●  個々の役員（特に新任役員）に適合したトレーニング機
会の提供や斡旋、その費用の支援を積極的に行ってい
く必要があることを認識した。

●  あらゆるステークホルダーとの適切な協働に努めるべ

く、ESG・SDGsに関する取組の強化と積極的な開示
についても協議を行っている。

●  リスク管理におけるストレステストについては毎回タイ
ムリーなシナリオに基づいて試算しており、各シナリオ
のリスクをしっかりと把握できている。また、リスクア
ペタイト指標のモニタリングを通じてリスク許容度の
認識も統一されている。

●  役員報酬制度に関し、報酬諮問委員会を活用した議論
が進められ、健全なインセンティブとして機能するよう
報酬体系の改善が図られている。

取締役会の実効性に関する分析・評価結果（２０２０年度）

〈イメージ図〉

 政策投資株式の推移（取得原価ベース）
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期

259億円 249億円 216億円

第6次中期経営計画期間中

1割以上削減（▲30億円程度）

フィードバック

情報還元

提言

取締役の報酬の決定について
取締役の報酬を決定するにあたっては、以下のとおり方針と手続きを定めています。

●  取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬につ
いては、株主総会で定められた報酬年額限度額の範囲
内で、報酬諮問委員会の提言を受け、監査等委員会か
らの意見を踏まえ、取締役会の決議により決定する。

●  監査等委員である取締役の報酬については、株主総
会で定められた報酬年額限度額の範囲内で、監査等
委員である取締役の協議により決定する。

●  取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬体系
は、役位などによる確定金額報酬、当期純利益（単体）
を基準として決定される業績連動型報酬および譲渡制
限付株式報酬とする。

●  監査等委員である取締役の報酬体系は固定報酬部分
のみとする。
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取締役会

経営中核人材の育成

〈人材開発〉
「研修」・「実践」

候補者の選抜
〈課題の特定〉

人材開発・育成
〈職務・研修〉

評価
〈フィードバック〉

次期階層
〈選抜〉

〈評価〉
人事考課・多面評価
外部講師による評価

指名諮問委員会
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取締役 取締役（監査等委員）

執行役員

1978 年 ４月 当行入行、本店営業部次長・白浜支店長等を歴任
2002 年 ６月 経営企画部秘書室長
2002 年10月 改革プロジェクト推進室長兼秘書室長
2003 年 ４月 経営企画本部副本部長
2004 年 ４月 経営企画本部部長
2005 年 ６月 取締役営業推進本部長
2009 年 ６月 常務取締役本店営業部長
2012 年 ６月 常務取締役
2013 年 ６月 専務取締役
2015 年 ６月 代表取締役頭取
2016 年 ６月 代表取締役頭取兼頭取執行役員
2021 年 ６月 代表取締役会長（現任）

1987 年 ４月 当行入行、人事部部長代理等を歴任
2009 年10月 鴻池新田支店長
2012 年10月 県庁支店長
2014 年10月 営業企画部長
2016 年 ６月 地域振興部長
2018 年 ４月 営業支援部長兼地方創生推進室長
2019 年 ６月 取締役（監査等委員）（現任）

1972 年 ４月 弁護士登録（東京弁護士会所属）
1974 年 ４月 和歌山弁護士会に登録換
1978 年 ４月 弁護士水野法律事務所代表（現任）
1987 年 ４月 和歌山弁護士会会長、日本弁護士連合会理事
2003 年 ４月 近畿弁護士会連合会理事長
2007 年 ６月 株式会社紀陽ホールディングス社外取締役
2013 年10月 株式会社紀陽ホールディングス社外取締役退任
2013 年10月 当行社外取締役
2017 年 ６月 当行社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
弁護士水野法律事務所代表

1993 年 ３月 公認会計士登録
1994 年 １月 税理士登録
1995 年10月 堀公認会計士事務所代表（現任）
2019 年 6 月 当行社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
堀公認会計士事務所代表

1991 年 ４月 当行入行、本店営業部課長等を歴任
2012 年 ４月 北花田支店長
2013 年 ６月 融資部部長代理
2017 年 ７月 融資部副部長
2018 年 ７月 業務監査部副部長
2019 年10月 業務監査部長
2021 年 ４月 監査部長
2021 年 ６月 取締役（監査等委員）（現任）

2003 年10月 弁護士登録（大阪弁護士会所属）
  弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
2011 年 ４月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士（現任）
2017 年 ６月 当行社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士
イオン九州株式会社監査役（社外監査役）

1996 年 ４月 国立大学法人和歌山大学経済学部助手
1998 年10月 国立大学法人和歌山大学経済学部講師
2000 年10月 国立大学法人和歌山大学経済学部助教授
2010 年 ４月 国立大学法人和歌山大学経済学部教授
2011 年 ４月 国立大学法人和歌山大学経済学部副学部長
2015 年 ４月 国立大学法人和歌山大学経済学部長
2017 年 ４月 国立大学法人和歌山大学副学長（現任） 
2019 年 ６月 当行社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
国立大学法人和歌山大学副学長

1984 年 ４月 当行入行、営業推進本部リテール営業部部長代理・高野口支店長等を歴任
2009 年 ６月 融資本部融資部副部長
2011 年 ６月 新宮支店長
2013 年 ６月 東和歌山支店長
2015 年 ６月 執行役員東和歌山支店長
2016 年 ６月 執行役員事務システム本部長
2016 年10月 執行役員事務システム本部長兼事務集中部長
2017 年10月 執行役員事務システム本部長
2018 年 ４月 執行役員東京本部長兼東京支店長
2019 年 ６月 上席執行役員東京本部長兼東京支店長
2020 年 ４月 上席執行役員管理本部長
2020 年 ６月 取締役常務執行役員管理本部長
2021 年 １月 取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長
2021 年 ２月 取締役常務執行役員管理本部長兼事務システム本部長兼総務部長
2021 年 4 月 取締役常務執行役員管理本部長兼事務システム本部長
2021 年 6 月 取締役常務執行役員管理本部長（現任）

1988 年 ４月 当行入行、大阪中央支店長・平野支店長等を歴任
2013 年 ６月 リスク統括部長
2014 年 ６月 経営企画本部戦略企画部長
2015 年 ６月 融資本部融資部長
2015 年10月 融資部長
2017 年 ４月 執行役員融資部長
2018 年 ４月 執行役員堺事業部長兼南大阪事業部長
2020 年 ４月 執行役員営業推進本部長
2020 年 ６月 取締役上席執行役員営業推進本部長（現任）
2021 年 ３月 紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
紀陽キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長

1985 年 ４月 当行入行、吉備支店長・住吉支店長等を歴任
2010 年 ６月 事務システム部長
2012 年10月 田辺支店長
2014 年 ６月 執行役員田辺支店長
2015 年 ６月 執行役員営業推進本部営業統括部長
2016 年 ６月 執行役員営業推進本部長兼営業統括部長兼営業企画部長
2016 年10月 執行役員営業推進本部長兼営業統括部長
2017 年 ４月 執行役員
2017 年 ６月 取締役上席執行役員
2018 年 ４月 取締役上席執行役員管理本部長
2019 年 ６月 取締役常務執行役員企画本部長
2020 年 ４月 取締役常務執行役員経営企画本部長兼人事部長
2020 年10月 取締役常務執行役員経営企画本部長
2021 年 ６月 代表取締役頭取兼頭取執行役員（現任）

2021 年 7 月 5 日現在　 2021 年 7 月 5 日現在

1986 年 ４月 当行入行、深井支店長、営業推進本部部長代理等を歴任
2009 年 ４月 和泉寺田支店連合店統括支店長
2011 年 ６月 人事部副部長
2013 年 ６月 人事部長
2016 年 ６月 執行役員堺支店長
2018 年 ４月 執行役員
2018 年 ６月 執行役員退任
2018 年 ６月 紀陽興産株式会社代表取締役社長
2019 年 ６月 紀陽興産株式会社代表取締役社長退任
2019 年 ６月 上席執行役員大阪事業部長
2020 年 ７月 上席執行役員大阪事業部長兼大阪堂島営業部長
2021 年 ６月 取締役常務執行役員経営企画本部長兼東京本部長（現任）

1988 年 ４月 当行入行、本店営業部課長・八尾南支店長等を歴任
2010 年10月 営業推進本部営業統括部副部長
2011 年 ６月 融資本部融資部副部長
2013 年 ６月 平野支店長
2015 年 ４月 営業推進本部地域振興部長
2016 年 ６月 東和歌山支店長
2016 年10月 東和歌山支店連合店統括支店長
2018 年 ４月 東和歌山支店連合店統括支店長兼和歌山東法人営業部長
2019 年 ４月 執行役員融資部長
2019 年 ６月 執行役員融資本部長兼融資部長
2019 年 ６月 阪和信用保証株式会社代表取締役社長（現任）
2020 年 ６月 取締役執行役員融資本部長兼融資部長
2020 年10月 取締役執行役員融資本部長（現任）

（重要な兼職の状況）
阪和信用保証株式会社代表取締役社長

取締役会長（代表取締役）

松岡 靖之
取締役 監査等委員 

西川 隆示

取締役（社外） 監査等委員 

水野 八朗

取締役（社外） 監査等委員 

堀 智子

取締役 監査等委員  

倉橋 啓之

取締役（社外） 監査等委員  

西田 恵

取締役（社外） 監査等委員  

足立 基浩

取締役常務執行役員 

﨑山 和彦

取締役上席執行役員 

丸岡 範夫

取締役頭取兼頭取執行役員（代表取締役）

原口 裕之

取締役常務執行役員

横山 達慶

取締役執行役員 

溝渕 栄

専務執行役員 和歌山事業部長 明樂 泰彦

常務執行役員 和歌山営業本部長
兼本店営業部長 安行 一浩

上席執行役員 堺事業部長兼
南大阪事業部長 楠本 真也

上席執行役員 大阪事業部長兼
大阪堂島営業部長 山本 啓之

執行役員 営業統括部長 朝本 悦宏

執行役員 事務システム
本部長 向井 守寿

執行役員 経営企画部長兼
関連事業室長 山東 弘之

執行役員 堺支店長 中田 好信

2021 年 7 月 5 日現在　
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社外取締役メッセージ

取締役（社外）監査等委員

水野　八朗
私は弁護士として、紀陽銀行の社外取締役

を約８年務めてまいりました。この間、地方銀
行を取り巻く環境は、リーマンショックや日本
銀行によるマイナス金利政策の導入、新型コ
ロナウイルス感染症の影響など、非常に大きく
変化しております。

当行では、目まぐるしく変化する外部環境に
柔軟に対応すべく、２０１７年に監査等委員会設
置会社へと移行し、取締役会の決議事項を一
部経営会議に委任するなど、迅速な経営判断
を行うことができる体制を構築しております。

そのほか、任意の委員会である指名諮問委
員会・報酬諮問委員会を設置し、より客観的
な判断が可能なガバナンス体制を構築すると
ともに、取締役会の開催においては事前説明
会を実施するなど、会議の実効性向上に向け
た取り組みを行っております。

私が弁護士として培った長年の経験を活か
して、リスクの未然防止の観点から指摘や提言
を行うことで、紀陽フィナンシャルグループの
持続的な発展に貢献してまいりたいと考えてお
ります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
事業者さまの経営状況の悪化や先行きの不透
明感など、地元地域の抱える課題は計り知れ
ません。このような状況下、紀陽フィナンシャ
ルグループが今後も持続的に発展していくた
めには、地域金融機関としての使命や責務を
果たすことが不可欠です。

２０２１年４月からスタートしました「第６次中
期経営計画」は、これまで各委員会や取締役
会などで協議を行い、議論を深めながら策定
いたしました。本計画では、当行の最大の強
みである「中小企業向け貸出」を起点としたビ
ジネスモデルの追求を掲げ、中小企業のバ
リューチェーンのすべての領域に関わるため
に、当行グループが一体となった経営を進め
てまいります。

この経営戦略を遂行するうえで、私は、公
認会計士として財務や会計の観点から取締役
会の機能発揮に尽力することにより、紀陽フィ
ナンシャルグループの成長・発展に貢献し、
ニューノーマル（新常態）な経営の実現をめざ
すべく、助言していかなければならないと考え
ております。

紀陽銀行は、ダイバーシティ推進室を設置
しており、女性の登用や働く環境の整備に積
極的に取り組んでいます。
「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律」に基づく第３次行動計画では、キャリ
ア意識の醸成に向けた取り組みとして、「職務
領域の拡大と積極的なポスト登用」、「社内公
募制度の充実」などを、また、仕事と家庭の両
立に関する諸制度を利用しやすい職場環境づ
くりとして、「在宅勤務など柔軟な働き方に資
する制度の利用促進」、「育児・介護等の支援
施策の継続実施」などを公表いたしました。

女性行員が活躍できる銀行を実現すること
は、行員のエンゲージメント向上だけではな
く、より質の高いサービスの提供や新たな価
値の創造につながる重要かつ喫緊の課題と認
識しております。

当行グループは今年度から新たに３年間の
「第６次中期経営計画」をスタートさせており
ますが、弁護士としてリスク管理体制強化に
取り組むと同時に、ダイバーシティの推進によ
り、経営戦略の柔軟かつ着実な遂行につなが
る体制づくりに貢献したいと考えております。

私は大学教授として、長らく地域再生と街づ
くり・都市再生を研究分野とし、地方創生の観
点から日本全国の街の活性化に向けて、幅広
い活動を展開してまいりました。

現在、地域経済は人口の減少、事業所の減
少に相まって新型コロナウイルス感染症による
経済活動の停滞など、非常に厳しい環境下に
あります。このような状況下、当行は地元の事
業者さまへの資金繰り支援のみならず、地域
のＤＸ化などを通じた新たな価値共創モデルの
構築を進める必要があると考えております。

当行では、２０１９年よりＩＴコンサルティング
に力を注ぎ、取引先さまのＩＴに資する経営課
題解決に向けた活動を積極的に行うなど、現
在の社会環境にマッチした戦略を実践しており
ます。

私はこれまでの研究や活動の経験を活かし
て、当行グループの健全な成長に貢献すると
ともに、地元地域の発展にもつなげていける
よう常に心掛けてまいりたいと思います。

取締役（社外）監査等委員

西田　恵
取締役（社外）監査等委員

堀　智子
取締役（社外）監査等委員

足立　基浩
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リスク管理の基本方針

信用リスク管理

リスク管理態勢

統合的リスク管理

紀陽フィナンシャルグループでは、「リスク管理の基本方針」を定めており、そのなかで、基本認識・目的として、リスク
管理態勢と収益管理態勢を整備し、地域金融グループとして付加価値の高いサービスの提供により健全性と収益性を高め
ていくことをめざしています。また、地域金融の円滑化等を通じ「地域社会の一員として地域に役立つ企業グループである
こと」を経営の基本方針と認識しています。「リスク管理の基本方針」においては、リスク管理に関する態勢を定め、紀陽フィ
ナンシャルグループが管理すべきリスクを明らかにして、多様なリスクを一元的に管理・運営することにより、経営の健全
性確保および収益性向上を図ることを目的としています。

これらを踏まえて、以下の基本方針を定めています。

紀陽フィナンシャルグループでは、信用リスクを「信用供与先の財務状況の悪化等により、貸出資産等の価値が減少ない
し消失し、損失を被るリスク」と定義しています。

グループ内の信用リスク管理の枠組みとして「信用リスク管理規程」を制定し、信用リスク管理の範囲、信用リスク管理に
関する基本方針・組織体制について定め、信用リスクを適切にコントロールするために、内部格付制度、与信ポートフォリ
オ管理、信用リスク量計測、与信集中リスク管理などを行っています。

内部格付制度は信用リスク管理のために不可欠なものであり、正確な自己査定、適正な金利水準の設定、倒産確率デー
タなど、信用リスク情報の蓄積を通じた、適正なリスク量算定の基礎となるもので、「債務者格付制度」「案件格付制度」「特
定貸付債権格付制度」「リテール・プール管理制度」で構成されています。内部格付は原則年1回以上の見直しを行うほか、
重要な情報が判明した場合には随時見直しを行っています。
「債務者格付制度」は、事業性与信先（一般事業法人、個人事業主、公共部門、金融機関等）を対象として、与信先の信用

度あるいは債務履行の確実性の程度を統一的な尺度により評価します。格付ランクは公共部門（国、地方公共団体、政府
関係機関等）と公共部門以外（一般事業法人、個人事業主、金融機関等）を区別しています。「案件格付制度」は、債務者格
付の付与対象先の債権について、個別の与信案件ごとに保証や担保などの保全状況の度合いに応じて格付を付与するもの
です。
「特定貸付債権格付制度」は、ノンリコース・ローンなどの特定貸付債権に該当する債権について、与信先の信用リスクと

債権の回収リスクを一体的に評価して格付を付与するものです。
「リテール・プール管理制度」は、個人向けの消費性与信

および小規模の事業性与信を対象とし、与信先および取引に
係るリスク特性および延滞状況等に基づきプール区分を設定
し、類似性を持ったリスク特性の与信をプール単位で管理す
るものです。

また、「融資の基本姿勢（クレジットポリシー）」を制定し、融
資業務運営上の守るべき規範、与信審査にかかる基本事項、
与信取引に関する取引先への説明態勢、大口与信集中排除の
ためのガイドライン等について定めています。

紀陽銀行では、これらの基本方針や規定等の主旨に則り、
資産の健全性を確保するため、営業部門から独立した信用リ
スク管理部門（与信管理部門、審査部門、問題債権管理部門）
を設けています。そのうち与信管理部門はリスク統括部が担
当し、信用リスクの評価・計測・モニタリング等を通じて信用
リスクの適切なコントロールを行っています。審査部門およ

紀陽フィナンシャルグループでは、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理の基本方針を踏まえ、管理対象とするリスク
の種類、組織的な管理態勢などのリスク管理に関する基本的な事項を定め、グループ全体のリスク管理態勢の整備に努め
ています。

紀陽銀行においては、リスク管理委員会やリスクを統括管理する部署を設置するとともに、各種のリスクを管理する部署を
明確にし、保有するリスクの種類や規模に応じたリスク管理態勢を整備し、実施しています。

また、リスク管理の適切性について、業務部門から独立した内部監査部門による監査を実施しています。

統合的リスク管理とは、金融機関が直面するリスクに関し、リスク・カテゴリーごとに評価したリスクを総体的に捉え、経
営体力（自己資本）と比較・対照することによって、自己管理型のリスク管理を行うことをいいます。

紀陽フィナンシャルグループにおいては、以下の基本方針のもとで、統合的リスク管理に取り組んでいます。

リスク管理態勢

紀陽フィナンシャルグループのリスク管理の基本方針、ならびに各リスクに関する個別の取り組みをお知らせいたし
ます。

リスクの一元管理
紀陽フィナンシャルグループはグループ企業の多様なリスク
を定性・定量両面から総合的に捉え、これを一元的に把握・
管理する態勢の構築・整備・強化に努める。

戦略目標、業務の規模・特性およびリ
スク・プロファイルに見合った適切な
統合的リスク管理態勢を整備する。

計量化可能なリスク・カテゴリーの
リスク量の計測は、原則、VaR（バ
リュー・アット・リスク）等、数理統計
的手法に基づく指標を使用し、客観的
妥当性確保に留意する。

統合的に把握されたリスク量とグルー
プの経営体力（自己資本）、当期純利益
とを対比し、適切なリスクをとりつつ、
収益機会を捕捉する経営戦略に資する
ことを方針とする。

統合的リスク管理の強化
紀陽フィナンシャルグループはグループ企業に対する統合
的リスク管理の強化による経営資源の適正配分、リスクに見
合った収益の安定的な計上に努める。

 リスク管理体制図

 債務者格付制度

格付 格付 
（公共部門） 債務者区分

A1
A1S

正常先

A2S
A3S

A2 A4S
A3 A5S
A4 A6S
A5

A7SA6
A7
B1 B1S

要注意先
その他の 
要注意先B2 B2S

B3 B3S 要管理先
C CS 破綻懸念先
D DS 実質破綻先
E ES 破綻先
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紀陽銀行

取締役会

経営会議

リスク統括部

子会社各部

内部監査部門

リスク管理委員会

信用 
リスク

市場 
リスク

流動性 
リスク

オペレーショナル・ 
リスク

監査等委員会

各種リスク

報告基本方針・
管理
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紀陽銀行においては、「市場リスク管理規程」を制定し、市場リスクの管理にあたって、時価、評価損益、実現損益、VaR
（バリュー・アット・リスク）、BPV（ベーシス・ポイント・バリュー）、ベータ、為替デルタ等を計測し管理を行っています。
また、リスク量計測において中心となるVaRを補完することを目的に、ストレステスト、シナリオ分析等についても定期的に
行っています。

こうしたなかで、リスクリミットの設定、取引極度額の設定、ロスカットルールの設定など、適切にリスクをコントロールす
るための制度等を定めて運用しており、市場リスクの状況や各種制度の運用・管理状況等については、リスク管理委員会に
定期的に報告を行っています。また、投資部門において、取引を執行する部署（フロントオフィス）、リスクを管理する部署（ミ
ドルオフィス）、事務処理・資金決済等を担当する部署（バックオフィス）を設置し、相互牽制の態勢を確保しています。

市場リスク管理プロセスの適切性については、独立した視点から内部監査部門による監査を実施しています。

市場リスク管理
紀陽フィナンシャルグループでは、市場リスクを「金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、

資産・負債（オフ・バランスを含む）の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被
るリスク」と定義しており、主な市場リスクを以下の3つのリスクとして管理を行っています。

金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利または期間のミスマッチが存在しているなかで金利が
変動することにより、収益が低下ないし損失を被るリスク。

有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少するリスク。

外貨建資産・負債についてネット・ベースで資産超または負債超ポジションが造成されていた場合に、為替の
価格が当初予定されていた価格と相違することによって損失が発生するリスク。

金利リスク

価格変動リスク

為替リスク

び問題債権管理部門は融資部が担当し、与信案件の適切な審査・管理の実施、問題先の経営状況の適切な把握や、必要に
応じて再建計画策定のサポートや経営改善に向けた助言等を行っています。このように各部門は、自らの役割を踏まえて相
互に連携し、信用リスク管理の高度化に努めています。また、内部格付制度の適切な運用、個々の債務者の格付および個々
の債権のプール区分等の妥当性を確保するため、監査部による監査を実施しています。

オペレーショナル・リスク管理

流動性リスク管理
紀陽フィナンシャルグループでは、流動性リスクを「必要な資金が確保できなくなり、資金繰りが逼迫する場合や資金の

確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク」と定義しています。
紀陽フィナンシャルグループにおける最大の流動性リスクとは預金の大量流出による資金繰りの逼迫であることから、紀陽

銀行においては収益の安定的な確保、強固な財務体質づくりにより、お客さまに安心してお取引いただけるように努めるとと
もに、異常な兆候を検知するための予兆管理の徹底、および外貨も含め資金ポジションの厳正な管理を行っています。

さらに「流動性リスク管理規程」を制定し、資金繰りの状況に応じて「平常時」、「要注意時」、「懸念時」、「緊急時」などの
区分を設定し、各々の局面において適切に対応できる態勢を構築しています。

紀陽フィナンシャルグループでは、オペレーショナル・リスクを「当行グループの業務の過程、役職員の活動もしくはシ
ステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスク」と定義し、事務リスク、システムリスク、法務リス
ク、有形資産リスク、人的リスクに分類しています。

紀陽銀行においては、「オペレーショナル・リスク管理規程」を制定し、オペレーショナル・リスク全体を一元的に管理す
る部署を設置しており、多岐にわたるオペレーショナル・リスクの各区分に応じた管理部署を定めるとともに、リスク区分ご
とに管理規程等を整備し、適切に管理を行っています。

事務リスクとは、正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクをい
います。紀陽銀行では、事務処理にかかる規程や事務手続を制定し、正確かつ厳正な事務処理を通
じて、お客さまに信頼いただけるよう努めています。また、研修や営業店指導を定期的に実施し、営
業店事務のレベルアップに努めています。さらに、事務リスクを回避し、トラブルを未然に防止する
観点から、内部監査部門による営業店を対象とした監査を実施しており、厳正かつ的確な業務の執行
と事故防止のための指導を行っています。

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンまたは誤作動等、システムの不備等に伴い損失
を被るリスク、さらにサイバー攻撃等を含めコンピュータが不正に使用されることにより損失を被るリ
スクをいいます。紀陽フィナンシャルグループでは、このようなリスクを未然に防止するために、シス
テム開発における工程管理・品質管理等のプロジェクト管理の徹底、オンライン回線の二重化や外部
からの不正侵入を遮断するためのファイアウォール対策を実施し、安定的なシステムの稼働に努める
とともに、情報漏洩を未然に防止するための様々なセキュリティ対策など、各種対応策を実施してい
ます。また、サイバー攻撃への対応や予防等の態勢強化を図り、専門チーム（CSIRT）を設置してい
ます。

法務リスクとは、お客さまに対する過失による義務違反および不適切なビジネス・マーケット慣行に
より損失・損害（監督上の措置ならびに和解等により生じる罰金、違約金および損害賠償金等を含む）
を被るリスクをいいます。紀陽フィナンシャルグループでは、法務リスク管理の方針、態勢等を定め
ることにより、法務リスクの発生を回避し、損失を最小化するように努めています。

有形資産リスクとは、災害その他の事象から生じる有形資産の毀損・損害を被るリスクをいいます。
紀陽フィナンシャルグループでは、有形資産に関する自然災害、不法行為等による被害や管理責任に
備えた適切なリスク管理を実施しています。

人的リスクとは、人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等の問題）・差別的行為（セクシュ
アルハラスメント等）から生じる損失・損害を被るリスクをいいます。紀陽フィナンシャルグループで
は、人的リスクを回避し、損失を最小化するために、公平・公正な人事運営や労務管理を行うととも
に、各種階層別研修や職場内指導等を実施しています。

事務
リスク管理

システム
リスク管理

法務
リスク管理

有形資産
リスク管理

人的
リスク管理

風評リスク管理
紀陽フィナンシャルグループでは、適時適切な情報開示を積極的に行い、経営の透明性を高めることや顧客保護等管理態

勢の充実、CS（顧客満足）活動の徹底により、風評から評判が悪化することに起因して損失・損害が発生するリスク（風評リ
スク）の発生防止に努めています。

また、ソーシャルメディアの普及に伴い、ネットユーザー個人の情報発信力の増大や発信手段の多様化が進むなか、「ソー
シャルメディアリスク（外部発）対応マニュアル」を制定し、発信した内容について批判的なコメントが殺到する「炎上リスク」の
状況を把握するとともに、炎上発生時には風評被害を最小限に留められるよう備えています。
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緊急時対策
地震・台風・水害等自然災害の発生のほか、火災・強盗・テロ等人的災害の発生、オンラインダウン・誤作動等による

コンピュータ障害の発生や新型感染症の拡大など、想定される緊急事態における混乱を回避し、お客さまおよび従業員の
安全ならびに営業の継続を確保するため、「緊急時対策基本規程」「緊急時対応マニュアル」を定めています。

規程・マニュアルに基づき、平常時における事前対策とし
て、緊急時を想定した事務訓練や、電話・メール・掲示板への
書き込みによる連絡訓練を定期的に実施。また、災害時の行
動ルールや初動対応、緊急連絡先などをまとめた「地震・津波
等防災ハンドブック」を全従業員に配布し、常時携帯を義務づ
けています。

コンプライアンス態勢の強化に向けた取り組み

コンプライアンス態勢

「紀陽フィナンシャルグループの誓い」「紀陽フィナンシャルグループ行動憲章」「紀陽フィナンシャルグループ役職員
行動規範」において、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会規範に則った誠実かつ公正な企業活動を遂行するこ
とを定めています。

また、高い倫理観をもち、コンプライアンスを重視する企業風土を醸成していくことを経営の最重要課題のひとつと
して位置づけ、コンプライアンス態勢の強化に努めています。

法令等遵守委員会の設置
頭取を委員長とし、本部担当役員および本部長をもって構成す
る法令等遵守委員会を設置し、遵法経営の徹底と行内における
法令遵守意識の向上を進めていくために協議を行っています。
なお、委員会での審議、検討事項については、取締役会に報告
しています。

役員による全店訪問
定期的に役員が全営業店を訪問し、コミュニケーションを通じ
てコンプライアンスの実践に向けた取り組みについて従業員の
理解を深める機会を設けています。

コンプライアンス・プログラムの制定
従業員のコンプライアンス意識の向上を図るため、従業員がコ
ンプライアンスに関し取り組むべき具体的な実践計画として「コ
ンプライアンス・プログラム」を年度ごとに制定しています。
制定したプログラムは頭取より全従業員に令達し、その実践に
取り組んでいます。

コンプライアンス研修の実施
階層別研修等において、リスク統括部のコンプライアンス部門
担当者によるコンプライアンス研修を実施しています。
また、コンプライアンスに関するｅラーニングやビデオ研修も実
施し、従業員のコンプライアンスに関する知識の向上と意識の
醸成に努めています。

コンプライアンスマニュアルの制定
従業員の法令等遵守の指針として、法令等遵守（コンプライア
ンス）マニュアルを制定し、全従業員に配布しています。
当行従業員として常に意識するべき事項や業務上守るべき事
項等について、関連する法令・規程とともに記載しています。

コンプライアンス・オフィサーによるモニタリング
リスク統括部に所属するコンプライアンス・オフィサーが定期
的に各部店を訪問のうえ、法令等遵守状況についてモニタリン
グを実施し、コンプライアンスに関する取り組みの徹底と状況
把握を図っています。モニタリング結果については法令等遵守
委員会に報告されます。

 コンプライアンス体制図

監査

監査

監査
報告

報告

報告 報告連絡・報告・協議等
研修等

点検・指導
点検・指導

苦情等に関する報告・相談

法令等遵守にかかる 
経営姿勢の浸透

リスクアペタイト・フレームワーク（RAF※）の概念に基づく運用・管理
紀陽銀行は、「リスクアペタイト・フレームワーク規程」を制定し、以下のとおりＲＡＦの概念を採り入れた経営管理の高度

化を図っています。
●リスクガバナンス強化と収益性・健全性向上を実現すべく、リスクアペタイト・フレームワークの概念を踏まえたリスク・

リターン管理を実施し、経営管理の高度化を図る。
●基礎的内部格付手法（ＦＩＲＢ）に基づく信用リスク管理やＲＯＲＡの活用により、収益管理・リスク管理の高度化を図る。
※ ＲＡＦ・・・ リスクアペタイト（経営戦略や財務計画を達成するために、進んで引き受けようとするリスクの種類と水準）を明確化し、それを共有・モニタリングするための経

営管理やリスク管理の枠組み。

適時適切なリスクコントロール

フォワードルッキングな計画検証

ストレステストの高度化

経営計画達成の確実性向上へ

期中の収益目標の進捗管理 当行の持続的成長に向けた
一体的な協議体制

最適な資本配分と収益最大化

（※）RORA（Return On Risk-Weighted Assets）
　＝（信用リスク・経費控除後）利益÷リスクアセット

健全性指標 VaR RORA（※）
資本 収益

リスク

大規模災害発生時における相互支援協定
2019年4月、大規模な災害が発生した際に金融機能の維持または早期復旧を図るため、地方銀行8行および日

本ユニシス株式会社と「大規模災害発生時における相互支援協定」を締結。大規模災害発生時には、支援物資の
提供や業務継続のための支援などの相互支援を行います。

日本政策投資銀行との「災害対策業務協力協定」の締結
2020年4月、株式会社日本政策投資銀行と「災害対策業務協力協定」を締結しました。
当行と日本政策投資銀行がそれぞれの持つノウハウ、ネットワーク等を活かし、緊密に連携しながらリスクマ

ネーの供給、その他の支援を行うことにより、新型コロナウイルス感染症や内外の金融秩序の混乱または大規模
な災害、テロリズム等の災害対応において、地域活力の強化および社会全体の持続可能性向上に寄与してまい
ります。

〈大規模災害対策における設備状況〉
●  優先復旧店舗を中心に自家発電設備を設置
●  非常用電源車の配備
●  和歌山県内の沿岸部拠点にライフジャケットを配備
●  浸水が想定される拠点に止水板を設置　など

リスク指標のモニタリング
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紀陽フィナンシャルグループの誓い、行動憲章、役職員行動規範、法令等遵守規程

取締役会

本部各部門
所属長：法令等遵守責任者
次席者：法令等遵守担当者

監査部 
（内部監査部門）

法令等遵守委員会

コンプライアンス・オフィサー

リスク統括部
法務・コンプライアンス担当（統括部門）

監査結果検討会

監査等委員会

お客様相談室

営業店
支店長：法令等遵守責任者
次席者：法令等遵守担当者
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贈収賄その他の汚職防止について
贈収賄・汚職防止の関連法令等を遵守し、社会通念上

相当と認められる程度を超える接待・贈答等を一切行わ
ない旨を「紀陽フィナンシャルグループ役職員行動規範」

「紀陽銀行法令等遵守マニュアル」等に定めています。

内部通報制度
法令違反・不正行為の早期発見と是正、各種ハラスメ

ント防止のための相談体制の構築等、コンプライアンス
態勢の強化を目的に、公益通報者保護法および同法の
民間事業者向けガイドライン等に基づき、当行の全従業
員（行員・契約行員・パートタイマー・派遣行員）を利用
対象者とする内部通報制度（相談通知制度）を定めてい
ます。

リスク統括部や社外弁護士を通報窓口とし、情報の匿
名性の保持や通報者の保護等、通報者にいかなる不利益
も課すことのないよう適切な運用を行っています。

マネー・ローンダリング対策
金融システムの国際化・ボーダーレス化が進むなか、

犯罪やテロ等につながる資金の流れを絶つことは、国際
社会にとって喫緊の課題となっています。当行において
もマネロン・テロ資金供与防止対策を経営の重要課題と
して位置づけ、組織的対応を行うため、ＡＭＬ基本方針を
制定し、体制整備を図っています。2020年4月にはリス
ク統括部内にマネー・ローンダリング対策室を設置し、さ
らなる体制強化を図っています。

利益相反管理方針について
銀行関連業務または金融商品関連業務に関して、お客

さまの利益が不当に害されることがないように、利益相反
管理方針を定めています。

特殊詐欺被害防止
「還付金詐欺」や「オレオレ詐欺」などの特殊詐欺からお

客さまの大切なご預金をお守りするため、ATMでの振
り込み制限や窓口での積極的なお声がけを実施していま
す。特殊詐欺被害の未然防止に貢献したとして、管轄の
警察署より都度感謝状を贈呈されています。

反社会的勢力等への対応について
反社会的勢力との関係遮断に向け、「紀陽フィナンシャ

ルグループ行動憲章」において「地域社会の秩序や安全に
脅威を与える反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮
断を徹底します。」と定め、反社会的勢力に対しては「反社
会的勢力等対応規程」において、組織としての対応方針を
明確にしています。

お客さま情報の保護について
個人情報の保護に関する法律および関係法令等を踏ま

え、個人情報の適切な保護と利用を実施しています。
また、プライバシーポリシー（個人情報保護宣言）を定

め、個人情報の利用目的および個人番号の利用目的とと
もに公表しています。

お客様相談室の設置
お客さまからのご意見やご相談については、リスク統括

部に設置している「お客様相談室」にて受付・とりまとめを
行い適切にご対応するとともに、貴重なご意見を今後の
業務に活かせるよう全従業員に還元しています。

●  現金を代り金とする外国送金の受付停止
●  外国送金受付時チェックの厳格化
●  外貨両替取引上限金額の設定
●  ＡＭＬ／ＣＦＴに関するｅラーニング実施 

（全役職員対象）
●  金融ＡＭＬオフィサー認定試験の導入　等

具体的な取り組み

当行は、情報開示に関する基本的な考え方として「ディスクロージャー・ポリシー」を制定・公表しております。公平か
つ適時適切な情報開示を実施し、株主・投資家などステークホルダーの皆さまとの信頼関係の構築と双方向の建設的
な対話の促進に取り組んでまいります。

1.基本方針
当行は、総合金融サービスの提供を通じ、地域社会の繁栄に貢献することを使命としており、その使命を果たす

べく、公平かつ適時適切な情報開示を実施してまいります。
また、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主・投資家などステークホルダーの皆さ

まとの信頼関係の構築と双方向の建設的な対話の促進に取り組んでまいります。
2.情報開示の基準

当行は、金融商品取引法等の関係法令および東京証券取引所が定める規則等を遵守し、重要情報の開示を公平
かつ適時適切に行います。

また、これら法令や規則による情報開示のほか、当行への理解を深めていただくために有用と考えられる情報に
ついても積極的に開示いたします。

3.情報開示の方法
当行は、法令や規則により開示が求められる情報については、その定めに従いそれぞれ適切な方法で開示を行う

とともに、速やかに当行ホームページ上に掲載いたします。
また、これ以外の情報についても、適切な方法により速やかに開示いたします。

4.社内体制の整備
当行は、経営企画部を情報開示に関する統括部署と定め、適切な情報開示を行うための社内体制の整備に努めて

まいります。
5.将来予測に関する事項

当行が開示する情報のなかには、将来の予測に関する事項が含まれている場合があります。これらの将来予測の
記述は、将来の業績を記述通りに達成することを保証するものではなく、一定のリスクや不確実な要素が含まれて
いるため、実際の結果と異なる可能性がある旨の注意を促し、ステークホルダーの皆さまに誤解を与えることがな
いよう努めてまいります。

ディスクロージャー・ポリシー

コンプライアンス態勢 株主・投資家への積極的な情報発信

情報発信のための刊行物発刊 地元株主向け説明会

2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響
により中止(決算説明会資料を発送)

内　容 発刊時期

ミニ・ディスクロージャー
誌の発刊 2020年12月

ディスクロージャー誌の
発刊

2020年7月、
2021年1月

●  紀陽銀行ホームページURL

https://www.kiyobank.co.jp/
●  LINE
様々なキャンペーン情報や楽しい地域情
報などをお届けしています。

●  Instagram
「地域とのつながり」「SDGsとのつながり」
を発信しています。

ホームページ 公式SNS

毎年６月に開催する定時株主総会は、株主の皆さまの議決権行使や利便性向上に努めるとともに、本年は新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止対策を徹底したうえで実開催いたしました。また、ご来場いただけない株主の皆さまのた
めに、総会の様子を当行ホームページにてオンデマンド配信（配信期間１年間）を行いました。
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価値創造の基盤価値創造の基盤

会社説明会においてアンケートを実施し、当行へのご意見を集約・行内へ還元しています。


